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主な変更点 

 

変更点は以下の通りです。 

画面名 区分 対象施設 変更内容 

単価マスタ 変更 保育所（分園設置施設） 
分園設置施設における「処遇改善等加算Ⅲ【Ｒ４年度

まで】」の計算方法の変更 

印刷処理 追加 全施設 過誤申立書 過誤理由・内容等の入力欄の追加 

 

 分園設置施設における「処遇改善等加算Ⅲ【Ｒ４年度まで】」の計算方法の変更  初期設定メニュー ⇒ 単価マスタ 

 

○分園設置施設における「処遇改善等加算Ⅲ【Ｒ４年度まで】」の計算方法の変更 

対象施設：保育所 （分園設置施設） 

分園を設置している認可保育所の「処遇改善等加算Ⅲ【Ｒ４年度まで】」について、国の解釈に基づく適正な計算方法を 

用いた請求になるよう改修を実施します。 

 

注意点 分園設置施設における「処遇改善等加算Ⅲ【Ｒ４年度まで】」の計算方法の変更 

請求済の令和４年１０月分～令和５年３月分につきまして、今回の改修内容を反映した請求にするために 

アップデート後に児童明細の過誤再請求が必要です。 

※分園を設置していない施設については過誤再請求の対応は不要です。 

※分園を設置していない施設も横浜市給付費システムのアップデートは全ての施設対象ですので対応をお願いいたします。 

 

〇単価マスタ (加算部分②) 

令和４年 10月～令和５年３月の単価マスタに記載されている本園・分園の人数が、 

こ保給第 1175号「令和４年度処遇改善等加算 3に係る平均年齢別利用子ども数について」（令和４年 12月 14日）に 

記載されている人数と合致しているかご確認ください。 
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 過誤申立書 過誤理由・内容等の入力欄 印刷処理メニュー ⇒ 3．過誤申立書 

 

○過誤申立書 過誤理由・内容等の入力欄の追加 

対象施設：全施設 

過誤申立書作成時の負担軽減のため、システムにて「過誤理由・内容等」 の入力欄を追加しました。 

  

 

 

 

 

 

補足 過誤理由・内容の入力欄について 

過誤理由・内容等の入力欄はシステム終了後も内容が引き継がれます。 

過誤毎に内容が変わる場合は都度、印刷時に内容を変更してください。 
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令和４年１０月分～令和５年３月分の過誤請求について 

 

○過誤対象施設について 

分園設置施設における「処遇改善等加算Ⅲ【Ｒ４年度まで】」の計算方法の変更 

対象施設：保育所 （分園設置施設） 

 

注意点 分園設置施設における「処遇改善等加算Ⅲ【Ｒ４年度まで】」の計算方法の変更 

請求済の令和４年１０月分～令和５年３月分につきまして、今回の改修内容を反映した請求にするために 

アップデート後に児童明細の過誤再請求が必要です。 

※分園を設置していない施設については過誤再請求の対応は不要です。 

 

 単価マスタの修正 初期設定メニュー ⇒ 単価マスタ 

  

令和 4年 10月～令和 5年 3月分の各項目単価を設定します。 

  

○分園設置施設における「処遇改善等加算Ⅲ【Ｒ４年度まで】」の計算方法の変更 

1. ［適用年月］に和暦の場合 ［04-10］西暦の場合［2022-10］と入力し、  Enter  キーを押下します。 

2. ［加算部分②)］をクリックし、［処遇改善加算Ⅲ【R４まで】］欄の本園・分園の人数が、 

こ保給第 1175号「令和４年度処遇改善等加算 3に係る平均年齢別利用子ども数について」（令和４年 12月 14日）に 

記載されている人数と合致しているかご確認ください。 

3.   登録［F1］  をクリックします。 

4. 続けて［適用年月］に和暦の場合［04-11］ 西暦の場合［2022-1１］と入力し、  Enter  キーを押下します。 

5. 手順 2～3を令和 5年 3月分まで繰り返します。 

 

 過誤データ作成 メインメニュー ⇒ エラー・過誤選択 

 

令和 4年 10月～令和 5年 3月分の過誤データを作成します。 

 

1.  ［適用年月］に和暦の場合 ［04-10］西暦の場合［2022-10］と入力し、  Enter  キーを押下します。 

2.   再請求  をクリックし、  作成［F1］  をクリックします。 

3.  メッセージを  OK  します。 

4.   一括処理  をクリック、［訂正部分］  過誤請求  を選択し  全選択  をクリック、最後に  登録［F1］  をクリックします。 

5. 左の一覧より 1名園児をクリックし、［処遇改善等加算（３）］欄に金額が表示されることをご確認ください。 
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6. 確認後、  終了［F3］  をクリックします。 

7. 続けて 11月分を作成する場合は手順１へ戻ります。 

 

 過誤申立書郵送 
メインメニュー ⇒ 印刷処理 

提出帳票 ⇒ 3.過誤申立書 

 

過誤申立書を印刷し、郵送します。 

1. ［請求年月］を選択します。 

2. ［過誤申立年月日］を入力します。 

3. 過誤申立書記載例をもとにシステム内の「過誤理由・内容等印刷」に過誤内容を記載します。 

4.   印刷  をクリックします。プレビューが表示されますので、印刷します。 

※印刷時に 1部施設保管用、1部提出用で印刷することをお勧めいたします。 

 

 

（過誤申立書記載例）   

  

  

  

  

① 過誤請求する内容を全て記載します。 

処遇改善等加算Ⅲの記載や、その他加算

項目等の記載漏れにご注意ください。 

②処理を希望するフロ

ーを記載します。 


